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　□　認定変更（新２号→新１号、新３号→新１号）

　　　　変更日　（令和　　　　年　　　　月　　　　日）

　□　新２号・新３号認定取り下げ

　□　取消・退園

取消・退園年月日　（令和　　　　年　　　　月　　　　日）

【理由】 □　他市区町村に転出するため　　⇒　「２　住所・世帯等の変更について」もご記入ください

□　保育を必要とする事由がなくなったため

□　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　転出（予定）日　（令和　　　　年　　　　月　　　　日）

　　　　新住所：

令和　　　　年　　　　月　　　　日

続柄 続柄

※親権者を判断するため、戸籍謄本（写）等の提出が必要となる場合があります。

氏名 氏名

他市区町村へ転出した場合、守口市の認定は無効となります。転出後も施設等利用給付の認定を希
望される場合は、事前に転出先の市区町村で認定の手続きについてご確認ください。

 １　認定区分の変更・給付認定の取消しについて

 ２　住所・世帯等の変更について（他市区町村へ転出する場合は上記「１　認定区分の変更・給付認定の取消しについて」もご記入ください）

【 新 】　【 旧 】

対象となる子ども２対象となる子ども１

現在の
認定区分(※)

施設名

生年月日

氏名

フリガナ

令和　　　　年　　　　月　　　　日　 令和　　　　年　　　　月　　　　日　

□　新１号　　□　新２号　　□　新３号

[Ｄ]
守口市長　宛 令和　　　年　　　月　　　日

施設等利用給付認定変更届

電　話

現住所

保護者氏名

フリガナ

□　新１号　　□　新２号　　□　新３号

認定区分の
変更

給付認定の
取消し

(※)新１号：子ども・子育て支援法第30条の４第１号　新２号：子ども・子育て支援法第30条の４第２号　新３号：子ども・子育て支援法第30条の４第３号

変更理由

　結婚　・　離婚　・　その他（　　　　　　　　　　）

住所の
変更

世帯
状況の
変更

　変更日


